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　急速な少子高齢化による労働力人口の減少が見込まれる中で、今後も、我が国経済社会の活力を維持していくためには、働く意欲を持った高年齢者の方々が長年にわたり培った知識と経験を、企業において継続して活かせるようにすることが求められています。

　既に、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」（高齢法）により、事業主は65歳までの高年齢者の安定した雇用を確保することが義務づけられていますが、2012年にはいわゆる「団塊の世代」が65歳に到達することから、65歳以上の定年制や定年の定めの廃止を普及・促進し、「団塊の世代」の働く場をいかに確保していくかが、当面の重要な課題となっています。


「希望者全員継続雇用制度の導入」は支援活動の1つで、次のイからニのいずれにも該当する事業主に対して奨励金が支給されます。

イ　　雇用保険の適用事業の事業主であり、定年や継続雇用制度の年齢の引上げを実施した日において中小企業事業主(常用被保険者の数が300人以下の事業主)であること。

ロ　　実施日の1年前の日から申請日の前日までの期間に高齢法第8条及び第9条を遵守していること。

ハ　　事業主が、平成23年4月1日以降、就業規則等により、65歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止のいずれかを実施し、6か月以上経過していること。なお、当該措置は平成18年4月1日から支給申請日の前日までの期間において就業規則等により定められていた旧定年年齢・旧継続雇用年齢を超えるものであること。

ニ　　申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の常用被保険者が、1人以上いること(65歳に達した日以後に新たに当該事業主に雇用された方は、原則として被保険者とはなりません｡)。


一例(企業規模10人～99人)

●60歳以上65歳未満の定年を定めている事業主が65歳～69歳で制度を定めた場合

　⇒30万円

●60歳以上65歳未満の定年を定めている事業主が70歳以上で制度を定めた場合

　⇒60万円






